
例えば・・・

● 会社案内・リーフレットなどを活用し事業所の理解を深めていただく。

● 作業風景・取扱商品などの画像、動画などパソコンを用いた説明（PCは

ご持参ください。映写機は使用できません。）。

● 現場の生の声を届ける（従業員さんに業務内容など語っていただく。）。

● 社風・職場環境、求める人材像など求人票ではわからない情報の提供。

ハローワークで説明会・面接会を行うことにより、集中して求職

者の方々に事業所の情報発信、面接を行うことが期待できます。

ハローワーク府中では、求職者の方が事業所まで出向かなくても

面接、会社説明を聞くことができる場を提供しています。

お問い合わせ先

℡：(0847)43-8609 Ｅ-mail：3411hwf-9jin@mhlw.go.jp

● 職業相談窓口にて、求職者の方へご案内します！

● LINEでの情報発信により広く周知します！

● 待合スペースに設置しているデジタルポスターで配信します！

● 求人情報誌るっくLOOKに掲載します！

● 所内に案内用リーフレットを掲示、配架します！

ハローワークのサービス

（別紙１）


